
【増額の場合】

様式１－１（請求） 受注者→発注者（契約検査課）

７日以内 【減額の場合】

様式１－２（請求） 発注者（契約検査課）→受注者

※請求日が基本 【基準日、スライド協議開始日等】

（協議により１４日 様式２－１（通知） 発注者（契約検査課）→受注者

　以内の日も可） 【スライド額協議開始日】

様式２－２（通知） 発注者（契約検査課）→受注者

様式３　出来形・残工事量算定表等（工事主管課へ提出）

【スライド対象の場合】

様式４－１－１（協議） 発注者（工事主管課）→受注者

様式４－１－２（承諾書）受注者→発注者（工事主管課）

様式４－２　スライド調書

【スライド対象でない場合】

様式４－３－１（協議） 発注者（工事主管課）→受注者

様式４－３－２（承諾書）受注者→発注者（工事主管課）

※１４日以内 ※ １４日以内に協議が整わなかった場合

【スライド対象の場合】

様式４－４－１（通知） 発注者（工事主管課）→受注者

様式４－２　スライド調書

【スライド対象でない場合】

様式４－４－２（通知） 発注者（工事主管課）→受注者

期限のうち、下線ありは契約書に規定、下線なしは本基準で規定

加古川市建設工事請負契約約款第２５条第６項の規定に伴う実施フロー

スライド変更契約

工期末
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月
以
上

１
ヶ

月
以
上

期限等

基準日等の通知

※基準日

スライド額協議開始

スライド額確定

請求日

様　　式 備　　考手続き項目


